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学校における働き方改革について                                                   

１ 国の動向について                                                        
○平成３１年 中央教育審議会 

「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」                 

→勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方改革の促進、学校及び教師が担う業務の明確化･適正化等（「学校・教師が担う業務に係る３分類」） 

    →「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」文部科学省 

○令和元年  

 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律」                                

→教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等の規定 

○令和２年 文部科学省 

「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」        

    →「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」が法律に基づく「指針」に格上 

○令和５年 中央教育審議会諮問 

「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について                           

→①更なる学校における働き方改革、②教師の処遇改善、③学校の指導・運営体制の充実 

○令和５年 中央教育審議会 

  「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提言）」                                         

    →①教師が担う業務の適正化の一層の推進、②学校における働き方改革の実効性の向上等、③持続可能な勤務環境整備等の支援の充実 

○令和６年 中央教育審議会 

  「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について（審議のまとめ）                    

     →①学校における働き方改革の更なる加速化、②学校の指導・運営体制の充実、③教師の処遇改善 

 

○令和 7 年 6 月（令和 8 年 4 月 1 日施行） 

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」                                      

→①学校における働き方改革の一層の推進（教育委員会、学校における実施の確保の措置） 

→②組織的な学校運営及び指導の促進  （主務教諭制度の創設） 

→③教員の処遇の改善         （教職調整額の段階的な引き上げ、学級担任への加算など高度専門職にふさわしい処遇の実現） 
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①学校評価の結果に基づき講ずる学校運営の改善を図るための措置が計画 

に適合するものとなること。 

②学校運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する「基本的

な方針」に、業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含めること。 

 

 

①教員の業務量の適切な管理と健康・福祉を確保するための業務量

管理・健康確保措置実施計画の策定・公表、計画の実施状況の公表 

②計画の内容及び実施状況について、総合教育会議への報告 

【教育委員会の義務】                        【学校の義務】 

    

 

 

 

 

○令和７年 9 月 26 日 文部科学省告示 

「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」       

※教育委員会が、「業務量管理・健康確保措置実施計画」を定めることとされたことをふまえて、文部科学省は指針の改正を行った。 

  ※働き方改革の更なる推進に向けて、教育委員会が計画を策定する際に踏まえるべき内容等を位置づけた。 

  ※「学校と教師の業務の３分類」として、３分類 19 項目に改正 

 

２ 県の動向について                                         

（１）「神奈川の教員の働き方改革に関する指針」の改定（令和 7 年 3 月）           

   

①長時間勤務の是正・・・・・時間外在校等時間月 45 時間超の教員の割合：０％、年 360 時間超の教員の割合：０％ 

②ウェルビーイングの向上・・・「現在の職場を働きやすい職場」と感じている教員の割合：80％以上 

「仕事にやりがいがある」と感じている教員の割合：80％以上 

 

（２）働き方改革加速化宣言（令和 7 年 3 月）                       

 県教育委員会と県域の市町村教育委員会が一体となって、教員の働き方改革を加速 

させることを保護者や地域等に宣言し、理解と協力を促す。 

 

（３）働き方改革加速化補助金の創設 （令和 7 年～令和 9 年度）              

    市町村立学校における働き方改革を加速させるため、市町村が取り組む教員の働き方 

改革に関する新規・拡充事業に対して補助金を交付する。 

目 

標 
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３ 平塚市における働き方改革の取組について                                 

 

（１）長時間勤務の現状                                                                

  ・教職員の超時間勤務の深刻化 

    

  

 

 

 

  

 

（２）平塚市学校業務改善方針の改定                                                         

   令和７年４月 「平塚市学校業務改善方針 プラン２」 （令和３年４月策定の「平塚市学校業務改善方針」を改訂） 

     

 

 

 

 

 

 

（３）働き方改革の取組                                                            

 （ア）時間外在校等時間の縮減にむけた取組       （イ）教職員がいきいきと活躍できる環境の整備 

      ①学校業務の役割分担・適正化             ①勤務時間の客観的把握 

      ②学校組織での教育活動の見直し            ②適正な勤務時間設定と勤務環境の改善 

      ③教職員の負担軽減を図る取組の実施          ③安全衛生管理の徹底 

      ④スタッフ等の人員配置                ④地域・保護者への周知 

【月４５時間以上の時間外在校等時間の割合（年間平均）】 

 小学校 中学校 

令和３年度 ４４．０％ ４０．７％ 

令和４年度 ４０．１％ ４２．１％ 

令和５年度 ３４．５％ ４０．４％ 

 

【月８０時間以上の時間外在校等時間の割合（年間平均）】 

 小学校 中学校 

令和３年度 ９．３％ １３．５％ 

令和４年度 ８．７％ １３．５％ 

令和５年度 ６．４％ １１．０％ 

 

【目標】 
 

１ 長時間勤務の是正              ２ 教職員のウェルビーイングの向上 

  ・教員の時間外在校等時間            ・「働きやすい職場」と感じている教職員の割合：８０％ 

 月８０時間超の割合：０％（第一段階）     ・「仕事にやりがいがある」と感じている教職員の割合：８０％ 

   月４５時間超の割合：０％（第二段階）                     
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（４）これまでの成果                                                                     

  ①長時間勤務教員の割合の減少 

【月４５時間以上の時間外在校等時間の割合（年間平均）】    【月８０時間以上の時間外在校等時間の割合（年間平均）】 

 小学校 中学校   小学校 中学校 

令和６年度 ３３．１％ ３６．８％  令和６年度 ６．０％ １０．４％ 

  ②教職員の意識の改革 

定時退勤日等の働き方改革への肯定的な意見 

    ③保護者や地域への周知 

     学校閉庁日や定時退勤日、働き方改革へのお知らせの配付等 

 

（５）課題                                                                      

  ①時間外在校等時間が月 45 時間以上の教員が約３割 

   ②教員不足 

③多様な業務、事務作業の多さ 

   ④教職員のメンタルケアの対策 

⑤保護者や地域の方への理解促進 

 

（６）今後の取組                                                                          

    ①働き方改革の推進 

・「学校と教師の業務の３分類」を踏まえた業務の見直し 

     ・勤務時間の客観的、適正な管理 

     ・外部人材の活用と業務の外部委託 

・校務 DX の推進 等 

    ②県の働き方改革補助金の活用 

    ③教職員の働き方改革に係る意識調査の実施と結果の活用 

④教職員のメンタルケアの充実とウェルビーイングを向上させる取組の実施 

    ⑤保護者、地域へのさらなる周知    
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文部科学省HPより 
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文部科学省 HP より 


